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第１１回奈良県救急搬送及び医療連携協議会を開催します 
  

 「奈良県救急搬送及び医療連携協議会」は、傷病者の搬送・受入れの実施に関する基

準（救急搬送ルール）についての協議及び実施基準に基づく傷病者の搬送・受入れの実

施に係る連絡調整等を行うため、消防法に基づき設置しています。 

平成２３年１月の救急搬送ルールの運用開始以降、消防機関・医療機関における当該

ルールの円滑な運用を支援するため、「奈良県救急医療管制（ｅ－ＭＡＴＣＨ）システ

ム」を導入するなど救急搬送の改善に向け取り組んでまいりました。 

今回、救急搬送の現状分析を行うとともに、救急搬送ルールの運用改善に向けた検討

を行うため、第１１回奈良県救急搬送及び医療連携協議会を下記のとおり開催します。 

 

記 

 

１ 開催日時及び方法  

   令和６年７月１０日（水）１６時００分から ＷＥＢ開催 

 

２ 傍聴会場 

   奈良市登大路町３０番地 

   奈良県庁 東棟２階 災害対策本部室 

 

３ 内  容 

   救急搬送の現状について、他 

 

４ 協議会委員 

   別紙のとおり 

 

５ その他 

  ・取材は、会議冒頭より可能です。 

  ・傍聴者の定員は、会場の都合上先着順１０名程度とします。 

  ・傍聴を希望される方は、当日１５時３０分から１５時５０分までの間に受付をし

てください。定員になり次第、受付を終了します。 

  ・その他、傍聴に関する事項は、別紙「傍聴に関する注意事項」をご参照ください。 

 

※報道資料は奈良県消防救急課のホームページにも掲載しています。 
   http://www.pref.nara.jp/dd.aspx?menuid=1625 

令和６年７月３日 

奈良県消防救急課 消防救急係 

担当：土井・小橋 

ダイヤルイン：２７－８４２３ 

内線：２２７３ 

奈良県地域医療連携課 緊急医療対策係 

 担当：武平・向井 

ダイヤルイン：２７－８９３５ 

内線：３１９６ 
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【別紙】 

 

傍聴に関する注意事項 
 

 

１、会議を傍聴する場合の遵守事項 

（１）傍聴中は静粛にすること。 

（２）旗、のぼり、プラカードまたはこれらに類するものを携帯しないこと。 

（３）飲酒または喫煙をしないこと。 

（４）写真撮影、録画、録音を行わないこと。ただし、許可を得た場合はこの

限りではない。 

（５）携帯電話を使用しないこと。 

（６）会議の途中で非公開の決定がされた場合は、速やかに退出すること。 

（７）その他、傍聴会場の秩序を乱し、傍聴の支障となる行為をしないこと。 

 

 

２、傍聴の秩序の維持 

（１）傍聴者は、傍聴に当たっては係員の指示に従うこと。 

（２）傍聴者が遵守事項を守らない場合、係員は退室を命じることができる。 

（３）退室を命じられた傍聴者が、次回以降の会議に傍聴を希望した場合は、

傍聴を許可しないことができる。 


